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公共事業再評価対象事業 

評価が必要な年度 平成１５年度 

担 当 部 局 名 建 設 部 担 当 課 名 都 市 計 画 課 

対 象 事 業 名 大竹駅東口広場(市道駅小島新開線外２路線)整備事業 

補 助 金 名 国土交通省 交通結節点改築費補助事業 

事 業 状 況 採択年度：平成６年度 

事業内容 

目 的 ＪＲ山陽本線により分断されている大竹駅周辺の中心市街地を高 

架橋の自由通路で駅東西間を結び，あわせて駅東側に交通広場を整備 

し，東西間の交通ネットワーク形成と大竹駅周辺の活性化を図る。 

事業概要 

場 所 大竹市西栄１丁目及び新町１丁目地内 

工事概要 (１) 道路延長 Ｌ＝50.5ｍ 

道路幅員 Ｗ＝20.0ｍ(歩道幅員4.5ｍ×２＝9.0ｍ) 

(２) 交通広場 Ａ＝3,870㎡ 

(３) 自由通路(跨線橋) 

橋長 Ｌ＝84.9ｍ 

幅員 Ｗ＝5.7ｍ(有効幅員Ｗ＝4.0ｍ) 

事業期間 平成６年度～平成１５年度 

事 業 費 2,140,000千円 

進捗状況 用地買収率６６％(平成14年度末) 

課題

○ 日本通運㈱大竹支店の大型建物移転交渉の難航 

○ ＪＲ西日本旅客，貨物との設計実施協議及び工事期間 

【都市計画の経緯】 

昭和３２年 ３月 駅小島新開線及び交通広場として都市計画決定 

平成 ６年 ３月 都市計画変更[交通広場の位置・区域を変更，自由通路(新町西栄線)を追加] 

平成 ７年 １月 交通広場部分の事業認可(認可期間：平成11年３月31日まで) 

平成 ７年１０月 都市計画変更[自由通路(新町西栄線)形状変更] 

平成 ７年１１月 自由通路部分を追加して事業認可(認可期間：平成13年３月31日まで延伸) 

平成１３年 ３月 事業施行期間を変更して事業認可(認可期間：平成16年３月31日まで延伸) 

【事業の経緯及び今後の予定】 

平成 ６年度 広場部分の実施設計及び用地調査・物件調査を実施 

平成 ７年度 用地買収の開始，ＪＲ貨物用地取得(用地国債)，地質調査実施 

平成 ８年度～１１年度 用地買収 

平成１２年度 一部工事 

平成１３年度 用地買収，ＪＲ西日本・貨物と協議 

平成１４年度 一部工事，ＪＲ西日本・貨物と協議 

平成１５年度以降 (事業認可の延伸予定)
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事業概要等 

再評価チェックリスト 

(抽出事業様式1/2) 

事業主体 大竹市 施設名等 市道駅小島新開線外２路線 

市町村名 大竹市 事業名 結節点改築事業 

事
業
概
要
 

１ 規 模 等 ①道 路 道路延長Ｌ＝50.50ｍ 幅員Ｗ＝20.00ｍ 

②交 通 広 場 面積Ａ＝3,870㎡ 

③自由通路(跨線橋) 橋長Ｌ＝84.90ｍ 有効幅員Ｗ＝4.00ｍ 

２ 全体事業費 Ｃ＝２，１４０百万円 

３ 事業期間 平成６年度～平成15年度 

４ 事業場所 大竹市新町１丁目及び西栄１丁目 

理
由

 

平成６年度の国庫補助採択後，10年が経過した時点で継続中の事業 

目
的
及
び
必
要
性
 

○目的

ＪＲ山陽本線で分断されている本市の中心市街地を高架橋の自由通路で東西間を結び，さ 

らに東側に交通広場を整備することにより，東西間の交通ネットワークの形成及び大竹駅周 

辺の活性化を図るもの。 

○必要性 

・ 大竹駅東西間の利便性の向上とともに，栄町地区の環境に好影響を与え，マンション・ 

住宅建設等の誘導による人口流入，住宅需要の増大，商店街の活性化など産業振興に結び 

つき，当該地区の発展を促す地区計画が推進できる。 

・ 高齢者社会への対応としてエレベーター設置等により，東西間の往来や公共交通機関利 

用について身障者・高齢者の利便性が向上する。 

・ 自由通路建設について，地元住民からの強い要望を達成できる。 

・ 国道２号線に接する交通体系が確立できるとともに，栄町地区の通勤・通学者及びそれ 

以外の住民の生活利便性が向上する。 

○ 補助採択時(平成６年度)との比較 

平成 6年度 全体事業費Ｃ＝2,140百万円 事業期間 平成6年度～平成10年度 

平成15年度 全体事業費Ｃ＝2,140百万円 事業期間 平成6年度～平成15年度 

○ 変更理由，長期間経過の理由等 

用地交渉及び工事に関する鉄道事業者の調整が難航しており，工事の本格着手が遅れ 

ているため。 

○ 用地着手年，工事着手年，進捗率等 

用地着手年度：平成 7年度 進捗率６６％ 

工事着手年度：平成12年度 進捗率 ６％ 

進
捗
状
況
 

事業費進捗率３３％
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再評価チェックリスト 

(抽出事業様式2/2) 

社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
 

○ 大竹駅乗車人口の変化(大竹市統計書2002による) 

ＪＲ西日本旅客㈱による乗車人数の一日当りの変化は 

平成 ６年度(補助採択時) ６，１７６人 

平成 ９年度 ５，５６９人 

平成１２年度 ５，１３０人 

と減少傾向にある。なお，乗降客総数は上記数値の約倍数と推定。 

○ 対象地区人口・世帯数の変化(民生部市民課統計による) 

大竹市人口集計による人口及び世帯数の変化は 

平成 ６年度(補助採択時) ６，０３９人 ２，３１４世帯 

平成 ９年度 ６，１５１人 ２，３９８世帯 

平成１２年度 ５，７９９人 ２，３４６世帯 

平成１５年度 ５，５８２人 ２，３０５世帯 

と人口とともに世帯数も減少傾向にある。 

費
用
対
効
果
の
変
化
 

○ 前提条件 

根拠規定：｢都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル(案)｣ 

平成１３年４月 国土交通省 都市・地域整備局に準拠 

｢街路事業における費用便益分析マニュアル(案)｣ 

平成１２年６月 国土交通省 街路課を援用 

便益算定期間：４０年間 社会的割引率：４．０％ 

○ 便益，費用の考え方 

便益：広場の整備によって得られる｢歩行者の時間短縮便益｣，｢歩行者の移動サービス向上 

便益｣，｢滞留・交流機会増大・都市景観向上便益｣の合計 

歩行者専用道(自由通路)の整備によって得られる｢歩行者の時間短縮便益｣，｢歩行者 

の移動サービス向上便益｣，｢上下移動快適性向上便益｣の合計 

費用：｢事業費｣及び｢維持管理費｣の合計 

○ 分析結果 

平成６年度(補助採択時) Ｂ/Ｃ＝6.01 総便益9,900百万円 総費用1,648百万円 

平成１５年度 Ｂ/Ｃ＝3.66 総便益8,042百万円 総費用2,195百万円 

代
替
案
及
び
コ
ス
ト
縮
減
の
可
能
性
 

○ 代替案の可能性 

本計画が自由通路・広場ともに経済性及び利用者の利便性・駅舎との一体性等を考慮して 

も，最も妥当であると考えております。 

○ コスト縮減の可能性 

対象地区の人口及びＪＲ利用乗降客の減少傾向が顕著であるため，広場面積の縮小等を含 

め，事業費の軽減を検討する予定である。
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補助採択時(Ｈ６)における費用対効果分析結果 

検 討 結 果 

１．便益の考 

え方 

便益＝(当該広場・自由通路を整備しなかった場合に発生する費用)－(当該広場・自由通路を整備した場合に発生する費用) 

２．設定条件 供用年 次 ：Ｈ１６年 便益計算期間：供用年から40年(Ｈ16～Ｈ55年) 

価格基準年：Ｈ ６年 平成16年度価格へ換算するための割引率：４％/年 

広場(大竹駅東口広場) 

(１) 広場総利用者推計 

総利用者数(歩行者数)＝鉄道乗降人員(Ｈ12年：5,800人/日)×α(1.2)＝6,960人/日 

(２) 歩行者の時間短縮便益 

歩行者の総時間費用＝総利用者数(人/日)×平均歩行時間(分/人)×時間価値原単位(40/分・人)×365日 

整備なし 整備あり 

バス タクシー 自家用車 徒歩 バス タクシー 自家用車 徒歩 

71 14 33 708 22 8 18 540 

826 588 

歩行者の時間短縮便益＝８２６－５８８＝２３８(百万円) 

(３) 歩行時間短縮便益 該当なし 

(４) 走行費用減少便益 該当なし 

(５) 自動車交通利便性向上便益 該当なし 

(６) 歩行者の移動サービス向上便益 

歩行者の移動サービス向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝6,960×20×365＝51(百万円) 

(７) 滞留・交流機会増大・都市景観向上便益 

滞留・交流機会増大・都市景観向上便益＝歩行者数(人/日) ×支払意志額(円/人)×365日＝6,960×2×365＝5(百万円) 

(８) 総便益 

総便益＝歩行者の時間短縮便益＋歩行者の移動サービス向上便益＋滞留・交流機会増大・都市景観向上便益 

＝238＋51＋5＝294(百万円/年) 

歩行者専用道(自由通路) 

(１) 専用道総利用者推計 

総利用者数(歩行者数)＝鉄道乗降人員(Ｈ12年：5,800人/日)×α(1.0)＝5,800人/日 

(２) 歩行者の時間短縮便益 

歩行者の総時間費用＝総利用者数(人/日)×平均歩行時間(分/人)×時間価値原単位(40/分・人)×365日 

整備なし 整備あり 

バス タクシー 自家用車 徒歩 バス タクシー 自家用車 徒歩 

50 16 39 588 12 4 9 296 

693 321 

歩行者の時間短縮便益＝693－321＝372(百万円) 

(３) 歩行者の移動サービス向上便益 

歩行者の移動サービス向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝5,800×20×365＝42(百万円) 

(４) 上下移動快適性向上便益 

上下移動快適性向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝5,800×2×365＝4(百万円) 

３．便益計算 

(５) 総便益 

総便益＝歩行者の時間短縮便益＋歩行者の移動サービス向上便益＋上下移動快適性向上便益 

＝372＋42＋4＝418(百万円/年) 

４．検討期間 

内に発生 

する総便 

益 

総便益＝Σ検討期間(各年次の便益) 

(各年次の便益)＝(供用年次の便益)×(供用年から各年次までの伸び率)×(各年次割引率) 

(各年次割引率)＝{1/(1＋0.04)^ (ｔ－6)}(ｔ：平成年次) 

総便益≒９，９００(百万円)・・・・・(40年分) 

５．検討期間 

に要する 

総投資額 

総投資額＝Σ事業期間{(工事費＋補償費)×各投資年次のＨ６に対する割引率}・・・・・① 

＋Σ検討期間{(各年次の維持管理費)×(各年次のＨ６に対する割引率)}・・・② 

－用地残存価値(Ｈ６年価値に換算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 

①(工事費＋用地費＋補償費)の総投資額(平成６年価値に換算)：1,672(百万円) 

②維持管理費の総投資額(40年分)＝Σ{7百万×1/(1＋0.04)^ (ｔ－6)}＝97(百万円) (ｔ：平成年次) 

③用地残存価値＝総用地費×{1/(1＋0.04)^ (ｔ－6)}＝119(百万円) 

総投資額＝①＋②－③＝１，６７０＋９７－１１９＝１，６４８(百万円) 

６．費用便益 

比 

費用便益比＝総便益÷総装置額＝９，９００÷１，６４８ 

≒６．００７３
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現状(Ｈ15)における費用対効果分析結果 

検 討 結 果 

１．便益の考 

え方 

便益＝(当該広場・自由通路を整備しなかった場合に発生する費用)－(当該広場・自由通路を整備した場合に発生する費用) 

２．設定条件 供用年 次 ：Ｈ１９年 便益計算期間：供用年から50年(Ｈ19～Ｈ58年) 

価格基準年：Ｈ１５年 平成６年度価格へ換算するための割引率：４％/年 

広場(大竹駅東口広場) 

(１) 広場総利用者推計 

総利用者数(歩行者数)＝鉄道乗降人員(Ｈ14年：4,100人/日)×α(1.2)＝4,920人/日 

(２) 歩行者の時間短縮便益 

歩行者の総時間費用＝総利用者数(人/日)×平均歩行時間(分/人)×時間価値原単位(40/分・人)×365日 

整備なし 整備あり 

バス タクシー 自家用車 徒歩 バス タクシー 自家用車 徒歩 

なし 11 24 520 なし 6 13 397 

555 416 

歩行者の時間短縮便益＝５５５－４１６＝１３９(百万円) 

(３) 歩行時間短縮便益 該当なし 

(４) 走行費用減少便益 該当なし 

(５) 自動車交通利便性向上便益 該当なし 

(６) 歩行者の移動サービス向上便益 

歩行者の移動サービス向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝4,920×20×365＝36(百万円) 

(７) 滞留・交流機会増大・都市景観向上便益 

滞留・交流機会増大・都市景観向上便益＝歩行者数(人/日) ×支払意志額(円/人)×365日＝4,920×2×365＝4(百万円) 

(８) 総便益 

総便益＝歩行者の時間短縮便益＋歩行者の移動サービス向上便益＋滞留・交流機会増大・都市景観向上便益 

＝139＋36＋4＝179(百万円/年) 

歩行者専用道(自由通路) 

(１) 専用道総利用者推計 

総利用者数(歩行者数)＝鉄道乗降人員(Ｈ12年：4,100人/日)×α(1.0)＝4,100人/日 

(２) 歩行者の時間短縮便益 

歩行者の総時間費用＝総利用者数(人/日)×平均歩行時間(分/人)×時間価値原単位(40/分・人)×365日 

整備なし 整備あり 

バス タクシー 自家用車 徒歩 バス タクシー 自家用車 徒歩 

なし 12 29 431 なし 3 7 217 

472 227 

歩行者の時間短縮便益＝472－227＝245(百万円) 

(３) 歩行者の移動サービス向上便益 

歩行者の移動サービス向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝4,100×20×365＝30(百万円) 

(４) 上下移動快適性向上便益 

上下移動快適性向上便益＝歩行者数(人/日)×支払意志額(円/人)×365日＝4,100×2×365＝3(百万円) 

３．便益計算 

(５) 総便益 

総便益＝歩行者の時間短縮便益＋歩行者の移動サービス向上便益＋上下移動快適性向上便益 

＝245＋30＋3＝278(百万円/年) 

４．検討期間 

内に発生 

する総便 

益 

総便益＝Σ検討期間(各年次の便益) 

(各年次の便益)＝(供用年次の便益)×(供用年から各年次までの伸び率)×(各年次割引率) 

(各年次割引率)＝{1/(1＋0.04)^ (ｔ－15)}(ｔ：平成年次) 

総便益≒８，０４２(百万円)・・・・・(40年分) 

５．検討期間 

に要する 

総投資額 

総投資額＝Σ事業期間{(工事費＋補償費)×各投資年次のＨ15に対する割引率}・・・・・① 

＋Σ検討期間{(各年次の維持管理費)×(各年次のＨ15に対する割引率)}・・・② 

－用地残存価値(Ｈ15年価値に換算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 

①(工事費＋用地費＋補償費)の総投資額(平成15年価値に換算)：2,222(百万円) 

②維持管理費の総投資額(40年分)＝Σ{7百万×1/(1＋0.04)^ (ｔ－15)}＝124(百万円) (ｔ：平成年次) 

③用地残存価値＝総用地費×{1/(1＋0.04)^ (ｔ－15)}＝151(百万円) 

総投資額＝①＋②－③＝２，２２２＋１２４－１５１＝２，１９５(百万円) 

６．費用便益 

比 

費用便益比＝総便益÷総装置額＝８，０４２÷２，１９５ 

≒３．６６３８


